令和８年４月１日現在 
 
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 
 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第２６条第７項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。 
  
１　比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
 
⑴　業務の内容 
ア　職種　　　　：事務職
イ　中核的業務　：軽自動車税申告書データ入力等補助業務（軽自動車税申告書等の分類・整理、軽自動車税申告書等の精査、軽自動車税申告書等に関するデータ入力・出力、軽自動車税申告書等のイメージ管理システムへの取込、その他補助業務）
ウ　その他の業務：郵便物取扱・書類整理・物品整理

⑵　責任の程度 
ア　権限の範囲         ：事務職員（行政職１級）
イ　トラブル・緊急対応 ：業務上発生したトラブルへの対応。
ウ　成果への期待・役割 ：上司等からの指導に基づき正確な事務処理を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　 
エ　所定外労働     　　：なし
オ　その他       　　　：なし
 
⑶　職務の内容及び配置の変更の範囲 
ア　職務内容の変更の範囲：北部市税事務所内で他部署への配置転換あり。 
同一部署内で、その他担当業務の変更あり。 
イ　配置の変更の範囲　　：３～５年に１回程度、さいたま市役所に属する組織内で人事異動あり。
 
⑷　雇用形態
正規職員（行政職1級職員）年間所定労働時間（約1,900時間） 
２　比較対象労働者を選定した理由 
比較対象労働者： 業務内容が同一である通常の労働者（高卒1年目の正規職員） 

（理由） 
受け入れようとする派遣労働者と職務内容及び配置の変更範囲又は職務内容が同一である通常の労働者及び業務内容が同一である通常の労働者がいないため、同一の職務の内容で業務に従事させるために通常の労働者を新たに雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者。


＜参考：チェックリスト＞  
	 比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出） 
	対象者の有無 
（○or×） 

	①　職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 
	×

	②　職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 
	×

	③　業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一である見込まれる通常の労働者 
	×

	④　職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 
	×

	⑤　①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者 
※　派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。 
	×

	⑥　派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者（仮想の通常の労働者） 
※　派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている者に限る。 
	〇


 
３　待遇の内容等 
⑴　比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨） 
⑵　比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的 
⑶　待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項 
 
	（待遇の種類） 

	（待遇の内容） 
	（待遇の性質・目的） 
	（待遇決定に当たって考慮した事項） 


  
	①  基本給(給料) 

	202,100円
（月額）
	職務と責任に応じて支給する。複雑、困難及び責任の度合いに基づき職務の級を分類する。 
	前歴のない高卒1年目行政職職員（※）の給料（行政職給料表1級9号給） 
※「仮想の通常の労働者」。以下の各項目について、当該職員を基準として待遇等に関する情報提供を行う。


 
	②  賞与(期末手当・勤勉手当) 

	期末手当
381,449円	Comment by さいたま市: （202,100円＋扶養手当（0円として計算）+（202,100×地域手当15%=30,315円）+職位無加算額（1級なので0で計算））×1.2625=293,423円
【6月】×0.3=88,026円
【12月】×1=293,423
期末手当合計=381,449
	6月または12月に在職する者に支給する。 
	期末手当基礎額（給料の月額＋扶養手当の月額＋地域手当の月額＋職務加算額）×126.25/100×期間率（6月分は在職期間3月未満：30/100、12月分は在職期間6月：100/100として算出）

	勤勉手当
269,077円	Comment by さいたま市: （202,100円＋扶養手当（0円として計算）+（202,100×地域手当15%=30,315円）+職務加算額（1級なので0で計算））×1.0525=244,616円
【6月】×0.1=24,461円
【12月】×1=244,616円
勤勉手当合計=269,077
	6月または12月に在職する者に対して、勤務成績に応じて支給する。 
	勤勉手当基礎額（給料の月額＋扶養手当の月額＋地域手当の月額＋職務加算額）×成績率（標準とされる勤務成績が良好な職員105.25/100）×期間率（6月分は勤務期間15日以上１月未満：10/100、12月分は勤務期間6月：100/100として算出）

	3  役職手当(管理職手当)：制度 有 

	0円
	管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。 
	 役職：なし 


 
	4 特殊作業手当：制度 無


 
	5 特殊勤務手当：制度 有 

	0円
	著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に支給する。
	業務の性質上、条例に定める特殊勤務は発生しない。


 
	6 精皆勤手当：制度 無 


 
	7 時間外労働手当（法定割増率以上）：制度 無 


 
	8 深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度 無 


 
	9 通勤手当：制度 有 

	１ カ 月
150,000 円以内(実費)
	交通機関又は交通用具を利用し、運賃等を負担する者に支給する。 
	交通機関の場合、自宅から職場までの、最も低廉となる定期券額（６カ月券）相当。
市規則で定める交通用具の場合、通勤距離により支給する。 


 
	10 出張旅費：制度 有 

	0円
	出張命令に基づき旅行中に必要となる交通費、宿泊費に充てるために支給。最も経済的な通常の経路及び方法により算定する。 
	業務の性質上、出張は発生しない。 



	⑪  食事手当：制度 無 


 
	12 単身赴任手当：制度 有 

	0円
	以下のアの①～③のいずれか及びイ並びにウを満たす職員に支給する。
ア 対象となる職員 
①公署を異にする異動に伴い住居を移転する職員 
②本市の要請により国又は他の地方公共団体から人事交流で採用された職員 
③公募によらない医師又は歯科医師で選考により採用された職員 
イ 親族等の状況 やむを得ない事情により同居していた配偶者等と別居し、単身で生活することを 常況とすること
ウ 距離要件 配偶者等の住居から新たな勤務先までの距離が６０㎞以上あること
	職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が
100㎞以上である場合に加算。 
 支給：なし 


 　　
	13 地域手当：制度 有

	30,315円
	全職員
	（給料+扶養手当＋管理職手当）×15/100 
前歴のない高卒1年目行政職職員で扶養親族がいない職員の地域手当


　　 
	⑭ 食堂：施設 無 


 
	⑮ 休憩室：施設 有 

	利用可
	－
	－



	⑯ 更衣室：施設 有 

	利用可
	－
	－



	⑰ 転勤者用社宅：制度 無 



	⑱ 慶弔休暇(忌引休暇)：制度 有 

	1日～10日の範囲で付与
	配偶者、父母、子等が死亡した際に取得できる。
	本人と死亡者との血族・姻族関係等に応じて付与する。


 
	⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度 無 

	－
	－
	雇入時の健診・定期健診について、職務命令による勤務扱いとする。


 
	⑳ 病気休職：制度 有 

	－
	負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務を要しないことがやむを得ないと認められる場合に取得できる。
	－


 
	㉑ 法定外の休暇（慶弔休暇を除く）：制度 有 

	－
	「さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則」の定めるところにより、各休暇制度の対象者条件を満たす特別の理由がある場合に付与する。
	選挙権等行使休暇、官公署等への出頭休暇、出産休暇、通院休暇、妊娠障害休暇、通勤緩和休暇、保育時間、生理休暇、忌引休暇、法要休暇、感染症予防休暇、災害休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、夏季休暇、事故休暇、退勤途上危機回避休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、看護休暇、短期介護休暇


 
	㉒ 教育訓練：制度 有 

	業務研修
	職務の遂行に必要な業務知識を
習得する目的とする。
	配置された職員に対して、業務についての経験を有する職員が指導を行う。 


 
	㉓ 安全管理に関する措置及び給付：制度 有 

	－
	災害時、防災業務に係る職員の安全確保を目的とする。
	職員に防災服を支給する。 


 
	㉔ 退職手当：制度 有 

	101,494円～
253,736円
	退職した場合に支給する。
	基本額（退職日における給料の月額×退職の事由（自己都合：0.5022、整理退職等：1.2555として算出）＋調整額（勤続年数：１年目（6月以上の場合）、職務の級：1級＝調整額0円）


 
	㉕ 住宅手当：制度 有 (住居手当) 

	100円～
28,000円
	自らが居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給する。
	賃貸住宅に限る（持ち家は支給対象外） 


 
	㉖ 家族手当：制度 有 (扶養手当) 

	※
	扶養親族がある職員に支給する。 
	※支給額
子　　　　　　　 11,500円
※扶養親族たる子のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの間にある子については、１人につき5,000円を加算する。
配偶者　　　　　　3,000円
子以外の扶養親族　6,500円
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